
 

平 成 ２１ 年 度 事 業 計 画 書 

（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日） 

 

 

１ 法整備支援受託事業 

 

国際協力機構は、海外技術協力無償援助の一環として、主としてアジア諸国を対象に

法整備支援及び法曹人材の育成支援のため、各国より立法担当者や政府関係者を招致

し、日本の法制度やその運用システムの研修を実施している他、現地へ専門家を派遣

したり、法律草案作成、法曹養成教育機関への協力等の支援プロジェクトを拡大して

いる。 

 

当財団は、この国際協力機構による民商事分野の支援事業を平成１２年度より随意契

約で受託し、法務総合研究所他関係先と協力し実施してきた。平成２０年度よりは個

々の研修については、従来どおり随意契約となったが、共同研究会･作業部会等の運営

管理業務については公示･応募によるプロポーザル方式に変更され、当財団ではこれに

応募し受託業者として選定された。平成２１年度は、この契約の２年目として継続し

て年度契約を締結した。 

 

国際協力機構からの受託事業収入は、平成１４年には８３百万円に達したが、その後

はカンボジアの民法、民事訴訟法草案作成がほぼ完了し一段落したこと、ベトナム研

修等一般研修の縮小等により受託総額はやや減少し、また平成１７年度からのウズベ

キスタン倒産法注釈書作成支援プロジェクトが平成１９年度上半期にて終了し、一方

新たに平成１９年度からインドネシア和解･調停制度強化支援プロジェクト及び中国

民事訴訟法･仲裁法改善プロジェクトが加わり、ここ数年は同規模の受託総額となって

いる。 

 

平成２１年度はベトナム法･司法制度改革支援プロジェクトが３年目を迎え、カンボジ

アは法制度整備支援プロジェクトフェーズ３及び裁判官･検察官養成校民事教育改善

プロジェクトフェーズ２が継続される。また、中国のプロジェクトが３年目で本格化

し、新たにネパールに対するプロジェクトも開始される予定。 

 

この受託事業については、事業内容の一層の充実を計り成果を上げるため、当財団と

しても独自に人的、資金的支援を加えている。 

 

      国際協力機構受託事業収入/費用の推移(平成２０年度まで実績) 

                       受託事業収入     受託事業支出  （千円） 

   平成１２年度    ４５，４３３     ５３，８３２ 

   平成１３年度    ６５，０６０     ７１，６２２ 

   平成１４年度        ８２，９６８     ８３，４４６ 

   平成１５年度    ５６，８１４     ５７，０６３ 
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   平成１６年度    ５６，４８４     ５８，０３８ 

      平成１７年度    ５８，５４３     ６２，２４２ 

      平成１８年度    ５２，２６８     ５４，８３８ 

      平成１９年度    ５１，７６２     ５２，０２１ 

      平成２０年度    ５５，４９４     ５４，３４８ 

      平成２１年度（予算）６４，５００     ６４，５００ 

 

 

(1)ベトナム法整備支援研修（ベトナム研修） 

平成１９年度より実施されているベトナム法･司法制度改革支援プロジェクトの

一 環として｢法の運用体制の強化｣、｢法曹等の能力強化･人材育成｣を目的と

して本邦研修を実施する予定。 

 

 第３１回ベトナム法整備支援研修(司法省) 

   平成２１年８月（東京２週間） 研修員 １０人 

 

 第３２回ベトナム法整備支援研修(最高人民検察院) 

   平成２１年１２月（東京２週間） 研修員 １０人 

 

 第３３回ベトナム法整備支援研修(最高人民裁判所) 

   平成２２年２月（東京２週間） 研修員 １０人 

 

 

(2)ベトナム法制度整備 

平成１９年４月から４年間の予定で新たにベトナム法･司法制度改革支援プロジ

ェ クトが実施されている。 

 

ここでは、｢法の運用体制の強化｣、「法曹等の能力強化･人材育成」のための支援

に重点を置き、パイロット地区を指定し、同地区において、司法機関（裁判所、

検察庁、弁護士会）及び司法補助機関（戸籍、不動産登記、公証に関係する機関）

の能力の改善に向けた取組みを行うことが予定され、起草支援としては、不動産

登記法、担保取引登録法、行政訴訟法の制定、民事訴訟法･刑事訴訟法の改正支援

が予定されている。 

 

 (ｲ)ベトナム民法共同研究会（東京） 

    委員長 森嶌昭夫 日本気候政策センター理事長 

    委 員 １０人 

    研究会 ６回 

 

 (ﾛ)裁判実務改善研究会（大阪） 

    （平成１８年度までの判決標準化共同研究会が改組されたもの） 

    委員長 村上敬一 同志社大学大学院教授･弁護士 

    委 員 ３人 
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       研究会 ５回 

 

 その他研究会については現在未定。 

 

 

(3)カンボジア法整備支援研修（カンボジア研修） 

 民事訴訟法は平成１８年７月に成立･公布（適用は平成１９年７月から）、民法は

平 成１９年１２月に成立･公布（適用期日は未定）されたが、両法の適用･普及に向

け て引き続き日本側が支援協力を行う。 

 

  平成２１年度カンボジア法整備支援研修(司法省立法支援) 

   平成２１年９月（東京１週間） 研修員 １２人 

 

  第６回カンボジア法曹養成支援研修(王立裁判官･検察官養成校) 

    （日本側実施主体：カンボジア法曹養成共同研究会） 

  平成２１年１０月（大阪２週間）研修員１０人 

 

 

(4)カンボジア法制度整備 

 1)カンボジア法制度整備支援プロジェクト（民法･民事訴訟法草案作成支援）は、

平成１１年３月よりフェーズ１が開始され、日本側の支援組織として民法作業

部会、民事訴訟法作業部会が設けられ、その結果、平成１５年３月までに両草

案が完成しカンボジア側に引き渡された。平成１６年４月より平成２０年３月

までフェーズ２として民法･民事訴訟法の立法化支援及び関連法令起草支援等

を実施、その結果民事訴訟法は平成１８年７月に成立･公布（適用は平成１９年

７月から）、民法は平成１９年１２月に成立･公布（適用期日は未定）された。 

 

平成２０年４月よりは４年間の予定でフェーズ３が開始され民法･民事訴訟法

関連附属法令等の起草立法化支援及び民法･民事訴訟法適用のための諸活動支

援が行われる予定。 

  

   当年度も従来からの下記部会が継続される。 

   (ｲ)民法作業部会（東京） 

   委員長 森嶌昭夫 日本気候政策センター理事長 

   委 員 １５人 

   作業部会 ６回 

 

   (ﾛ)民事訴訟法作業部会（東京） 

   委員長 竹下守夫駿河台大学総長 

   委 員 １２人 

   作業部会 ４回 

 

 2)裁判官･検察官養成校民事教育改善プロジェクトは王立司法学院内の王立裁判
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官･検察官養成校における民事裁判を支援すべく平成１７年１１月から開始さ

れ平成２０年３月でフェーズ１が終了した。平成２０年４月よりは４年間の予

定でフェーズ２として教材作成、教官養成等の支援及び継続教育への支援が実

施される。 

 

   カンボジア法曹養成研究会（大阪） 

      委員長 山口浩司 司法研修所教官  

   委 員 ６人  

      参与委員 ２人 

   作業部会 ３回 

 

当財団は引き続き各作業部会の事務局を担当し、この運営業務に万全を期すた

め、各部会の資料作成整理･翻訳、現地専門家及び各委員との円滑な情報連絡、

議事録の作成等、専門性を要する業務について大学院生他の協力者を起用して

取り進める。 

 

 

(5)インドネシア和解･調停制度強化支援研修（インドネシア研修） 

 インドネシアの法制度は外見的には一応整っているものの、法の適用と執行面に

お いて多くの問題を抱えており、民事･刑事の実体法及び手続法の改正に加え、経済

  関連法の適切な運用の確立を目指しており、日本の法制度に注目し、法

整備支援を 要請してきている。 

 

 第一段階として同国の司法制度及び改革の動向を把握する必要があり、日本･イン

  ドネシア両国の制度比較研究セミナーとして平成１４年度にスタート

し、（実質的  には研修のカテゴリーに入るので｢インドネシア研修｣と略称す

る。）次いで平成１  ６年から３カ年で｢公正かつ効率的な民事紛争解決

制度の運営に関する比較研究｣を テーマとして本邦研修が実施された。 

 

 その成果を踏まえ、平成１９年度から和解･調停制度整備のためのプロジェクトが

  開始され、本邦研修も実施されている。 

 

本年はプロジェクト終了後の支援のあり方を検討すべく国別特別研修が実施され

る予定。 

 

インドネシア和解･調停実務研究 

 平成２１年１０月（場所未定２週間）研修員１２人 

 

 

(6)インドネシア法制度整備 

インドネシアに対しては平成１９年３月より２年間の予定で最高裁判所を支援対

象機関として和解･調停制度強化支援プロジェクトが実施されている。和解･調停

実務の改善、少額簡易裁判所制度の導入、上訴制度の合理化などを目的としたも

- 4 -



のである。本プロジェクトは平成２１年３月で終了の予定であったが、今後の支

援のあり方を検討すべくアドバイザリーグループ会合は継続されることになっ

た。 

 

  インドネシア｢和解･調停制度強化支援｣アドバイザリーグループ（東京･大阪） 

     委員長 草野芳郎 学習院大学教授 

     委 員 ６人  

     委員会 ２回 

 

 

(7)中国民事訴訟法･仲裁法改善プロジェクト研修（中国研修） 

 中国の全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会からの要請に応じて平成１９

年 １１月から平成２２年３月までの予定で中国民事訴訟法･仲裁法改善プロジェク

ト  が実施されている。 

 

 昨年に引き続き平成２１年度には、下記本邦研修が予定されている。 

 

 第４回中国民事訴訟法･仲裁法改善プロジェクト本邦研修 

   （日本側実施主体：中国民事訴訟法･仲裁法プロジェクト研究会） 

   平成２１年１１月（東京２週間） 

   研修員 全人代法制工作委員会民法室、最高人民法院など１０名 

 

 

(8)中国関係 

1)中国民事訴訟法･仲裁法改善プロジェクト 

上記中国研修の項に記載の通り、全国人民代表大会常務委員会法制工作委員会

からの要請で平成１９年１１月から平成２２年３月までの予定で開始されたプ

ロジェクトで、中国において公正かつ効率的で充実した審理に基づく迅速な民

事紛争解決制度が整備され、民事紛争の適正･円滑な解決が促進されることを目

指したものである。 

 

   中国民事訴訟法･仲裁法改善プロジェクト研究会 

   委員長 上原敏夫 一橋大学大学院教授 

   委 員 １４人 

   研究会 ４回 

 

2)中華人民共和国権利侵害責任法研究会 

上記に加え、中国側からの要請で現在中国にて立法化が検討されている権利侵

害責任法についての新たな研究会が立ち上がることになった。 

 

   中国人民共和国権利侵害責任法研究会 

   委員長 上原敏夫 一橋大学大学院教授 

   委 員 １０人 
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   研究会 ４回 

 

 

(9)中央アジア比較法制研究セミナー 

 ウズベキスタン倒産法注釈書作成支援プロジェクト（平成１７年１１月～平成１

９ 年９月）が倒産法注釈書作成の完成をもって終了した。この後を受けて中央アジ

ア 向けの次期プロジェクトが検討されている。 

 

今年度は、昨年度に続き中央アジア諸国が市場経済化にふさわしい法制度を独力

で整備し、その解釈･運用が適切に行われるようにするため、中央アジア諸国の立

法担当者等を対象に、中央アジア諸国の法的問題点を明らかにするとともにその

改善策を策定することを目的とした各種民商事法制度に関する地域別研修が実施

される。 

 

   第２回中央アジア比較法制研究セミナー 

  平成２１年１２月（大阪２週間）研修員１５名 

  参加国(予定)：カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタ

ン 

 

 

(10)東ティモール立法力強化研修 

新規プロジェクトで司法省職員に対し日本の立法手続等についての研修を実施

し、立法能力の強化についての支援を行う。 

 

   東ティモール立法力強化研修 

  平成２１年６月（未定２週間）研修員２名 

 

 

(11)ネパール民法改正支援 

ネパール政府より民法改正支援に関する要請があり、２００９年度より３ヶ年国

別研修｢民法及び関連法セミナー｣として本邦研修が実施されることになった。 

 

   第１回｢ネパール民法及び関連法セミナー｣ 

  平成２１年７月～８月（東京２週間） 

      研修員１０～１５名 

 

本件の国内での支援組織として、ネパール｢国別研修民法及び関連法セミナー｣に

かかる民法改正支援アドバイザリーグループが結成される。 

 

   民法改正支援アドバイザリーグループ 

   委員長 松尾 弘 慶應義塾大学法科大学院教授 

   委 員 ３人 

   グループ会合 １２回 
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２ その他法関連事業 

 

当財団は、国際協力機構のODA関係の事業とは別に法務総合研究所と共催による日韓

パートナーシップ研修を実施している。 

 

(1)日韓パートナーシップ研修 

韓国とは、経済、文化他全般にわたり、従来に増して緊密な関係が進展すると期

待されており、法務省及び当財団は、韓国大法院(最高裁)と両国の法制度や実務

処理上の諸問題について相互に研究検討するパートナーシップ研修を平成１１年

度から継続的に実施しており、年々内容も充実し成果を上げてきている。当年度

は従来のテーマを継続するが、今後の方向としては登記制度以外の民事行政制度

への拡大、また大法院ルートを通じて両国にとって有効な新規プロジェクトを検

討していきたい。 

 

第１１回日韓パートナーシップ研修 

メインテーマ 不動産登記制度､商業登記制度､戸籍･供託制度をめぐる実務上の

諸      問題  

 

日本セッション 平成２１年６月１５日～６月２５日 東京 

韓国チーム５名及び韓国法院の教授、教官が来日、日本チーム

５名と共に法務総合研究所(東京)において研修。 

 

韓国セッション 平成２１年１０月１９日～１０月２９日 高陽(韓国) 

日本チーム５名が訪韓、韓国チーム５名と共に大法院公務員教

育院(高揚)において研修。 

 

 

 

３ シンポジウム等運営事業 

 

(1)日中民商事法セミナー 

 当財団は国務院国家発展改革委員会を中国側の窓口として他関係機関の協力も得

て 中国との法律交流事業を取り進めており、当年度は第１４回日中民商事法セミナ

ー  を日本(東京及び大阪)で開催する。 

 

 第１４回日中民商事法セミナー 

   時期･場所 ： 平成２１年９月 東京及び大阪 

   テーマ(予定)：中国の｢権利侵害責任法｣立法化について 
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      ｢中国独占禁止法｣適用の現状と課題 

   主催 日本： 当財団、法務総合研究所、JETRO 

       中国： 国務院国家発展改革委員会 

   中国側講師： テーマに関する専門家講師２名招聘 

  
本セミナーでは日中の開催地側より時機に応じたテーマを取り上げて相手国の専

門家を招聘し講演を行ってもらう方式をとっており、今年度は日本側より民商事

法分野での現在中国での重要な動きについて上記テーマを取り上げるが、日中双

方にとり時宜を得たものと考える。 

  
日中民商事法セミナーは、当財団設立以来継続してきた重要プロジェクトであり、

日中双方の民商事法分野での専門家の交流を通じ、広く企業等実務家にも有意義

であるとの評価を受けており、この内容の一層の充実を計るとともに、国家発展

改革委員会との友好関係を深め、将来に向け新たな協力事業も検討したい。 

 

 

(2)国際民商事法講演会 

特定国について関心の高いテーマを選び、当該国の専門家による講演会を機会あ

る毎に開催しており、平成１３年度はインドネシア裁判外の紛争解決、平成１４

年度はフィリピン裁判制度、平成１５年度は韓国知財訴訟(特許法院)、平成１６

年度は日中の知的財産法制度、そして平成２０年度は｢中国民事訴訟法｣をテーマ

として実施した。 

 

 当年度も関係諸機関の協力も得て、開催を検討したい。 

 

 

(3)アジア太平洋諸国法制度シンポジウム 

平成２１年度より２～３年にわたり、新たなテーマのもとに研究事業を立ち上げ

ることとしており､(アジア･太平洋諸国監査制度研究会)、この研究の中間段階で

のミニシンポジウムが開催されることを想定している。 

 

 

(4) 他団体との共催事業 

アジア諸国の法制度整備に関係している諸団体が行う事業で、当財団の目的趣旨

に沿うものについては、その成果を上げるべく、当財団としても積極的に協力す

る。又、法務省が主催する法整備支援連絡会及びその関連プロジェクトにも参加、

協力していきたい。 

 

･ローエイシアシンポジウムへの協賛参加 

 平成２１年６月１１日 於日本弁護士連合会 

  －現代の企業活動と職業倫理－ 

                 
･法整備支援連絡会(平成２２年１月) 
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･石川国際民商事法センター主催シンポジウム(平成２２年２～３月)の後援 

 

 

 

４ 調査研究事業 

 

(1)アジア太平洋諸国法制度調査研究 

当財団は調査研究事業として、アジア太平洋諸国の法制度について関西の学者、

実務家にお願いし、研究会を続けてきている。第１期破産法･担保法、第２期AD
R、第３期知的財産権、第４期国際会社法、第５期株主代表訴訟を実施してきた

が、平成２１年度より２～３年の予定で、国際会社法に関連したテーマとして「監

査制度」について研究事業を立ち上げる予定。 

 

 アジア･太平洋諸国監査制度研究会 

   主 催： 法務総合研究所国際協力部、当財団 

   期 間： 平成２１年度より２～３年 

   対象国･地域：未定 

   研究会： 座長 近藤光男神戸大学教授(予定) 

    研究会委員 ７人程度 

     

   当年度は定期的研究会開催を中心に実施する予定。 

 

 

(2)海外現地調査 

 当財団関係者が法整備支援対象国に出張し、当該国の法制度の実態を調査すると

共 に、支援の内容、方法などについて現地の関係者の要望を聴取し、意見交換を行

う。 また、これを機会に、法整備支援研修で来日した研修員のフォローも行

う。 

 

 

(3)資料収集配布等 

市場経済に移行しつつある国々を中心として、研修や調査訪問などの機会に当該

国の諸法規や、その関連資料の入手に努め、これを広く便宜に供するもの。又、

前記アジア太平洋諸国法制度調査研究事業の成果出版物(今年度は｢株主代表訴訟

研究会｣の成果物)を当財団会員に配布するための費用を含む。 

 

 

 

 

５ 広報事業 
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(1)機関誌「ICCLC」発行 

 平成２１年７月発行 

      平成２０年度事業報告、平成２１年度事業計画を掲載 

  アジア株主代表訴訟セミナー 

 

 平成２１年１１月発行 

      第１４回日中民商事法セミナー特集を予定 

 

(2)"ICCLC NEWS LETTER"発行 

 年間２回発行。機関誌でカバーできない財団の活動状況や、各国民商事法関連の

情 報を掲載する。 

 

(3)パンフレット作成･ホームページの維持 

 当財団パンフレットの 改訂、ホームページのメンテナンス等を行う。 

 

 


